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はじめに

現在、日本国内において、石綿（アスベスト)

による健康被害が社会問題となっており、被害

の拡大防止、過去の被害への対応、国民の不安

への対応等、政府が一体となって、さまざまな

対策を講じています。

在日米軍基地においても、元従業員が石綿粉

じんにばく露し、健康被害を受けるなど、従業

員の皆様の雇用主である防衛省として、石綿に

係る安全対策は、極めて重要な課題であるもの

と認識しております。

このような認識の下、防衛省としては、石綿

粉じんから従業員の皆様の健康を守り、従業員

の皆様の安心・安全を確保するため、本書を作

成したところです。

本書が、在日米軍基地で働く従業員の皆様の

石綿粉じんへのばく露を防止し、安心で安全な

職場環境づくりの一助となれば幸いです。

平成２２年１１月
防衛省地方協力局次長



■建材製品の使用
・屋根、天井、壁、床の内・外装材や
断熱材など

■工業製品の使用
・クラッチ、ブレーキ部品など
・空調や給湯などの設備、配管の
保温材・パッキンなど

石綿は、ビルの高層化や鉄骨構造化に伴い、昭和４０年
代の高度成長期に多く使用され、特殊な製品を除き、全面
的に石綿の輸入・製造・使用等が禁止される平成１８年ま
で、身の回りにある数多くの建材製品と工業製品に使用さ
れ、その大部分は建材製品に使用されてきました。
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②クロシドライト
（青石綿）

③アモサイト
（茶石綿）

①クリソタイル
（白石綿）

提供：（社）日本石綿協会

石綿とは、天然に産出する繊維状鉱物で、以下の種類が
あります。

①クリソタイル（白石綿） ④アンソフィライト

②クロシドライト（青石綿） ⑤トレモライト

③アモサイト（茶石綿） ⑥アクチノライト
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胸膜プラーク：主に壁側胸
膜（肺の外側の薄い膜）に
生じる不規則な白板状の肥
厚。肺機障害は伴わず、良
性の病変と考えられていま
す。

石綿を含む製品自体は、直ちに問題となるものではあり
ませんが、石綿の束や製品をほぐしたり、削ったり、切っ
たりすると、目に見えないほど極めて小さな繊維（髪の毛
の５千分の１程度）となり、空気中に浮遊することがあり
ます。
このように空気中を浮遊し、あるいは浮遊しやすい状態

でたい積した粒子等を「石綿粉じん」といい、人がこれを
空気と一緒に吸い込んだ場合、その一部は異物として痰の
中に混ざり体外に排出されますが、排出されない石綿粉じ
んは肺の中に滞留し、突き刺さり、健康障害を引き起こす
ときがあります。
石綿粉じんによる健康障害の多くは、過去のさまざまな

業務（作業）における「ばく露」（石綿粉じんにさらされ
ること）に起因するもので、その特徴は、吸い込んでから
長期間経過後に発症することや根本的な治療法がないこと
です。
また、喫煙は石綿による肺がんの発症リスクを高く

するといわれています。
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石綿粉じんが原因で発症する病気

石綿粉じんばく露量と潜伏期間

出典：独立行政法人環境再生保全機構パンフレット「石綿と健康被害」 P13より引用



ＪＥＧＳによる石綿の適切な管理

在日米軍は、石綿を含む環境汚染物質の取扱い及び管理
方法等について、自らが遵守すべき規準として「日本環境
管理基準(JEGS)」（基本的に日米の関連法令のうちより厳
しい基準を選択）を作成し、在日米軍基地における石綿を
適切に管理しています。

作業箇所における石綿含有の有無の確認

天井や壁の板への穿孔・切断・研磨等の作業、保温材・
耐火被覆材等に係る小規模な切断等の作業を始める前には、
あらかじめこれら作業箇所における石綿含有の有無が確認
されることになっていますので、自らの判断により作業を
せず、監督者又はアスベストプログラム管理官（注）の指
示に従ってください。

(注)アスベストプログラム管理官
在日米軍基地の環境部又は安全部のいずれかに所属している者です。担当

するメインベース及び支援施設の石綿（アスベスト）に関連するすべての事
項の窓口で、各軍が定めるアスベストプログラムの全体を監督する立場にあ
ります。
具体的にはアスベストの調査及び管理・除去に係る維持活動の記録、アス

ベスト含有物の監視又は必要な対策等を講じます。
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石綿の含有が確認された場合の作業手順

監督者又はアスベストプログラム管理官の指示の下、次
の安全対策（作業手順）に従って、具体的な作業を行って
ください。



① 特別教育の受講（石綿の有害性、石綿の使用状況、石綿粉じんの

発散防止措置、保護具の目的・使い方、非常時の対応、清掃手順等）

② 呼吸用保護具（作業に応じて有効なもの）の使用

③ 作業衣（粉じんが付着しにくいもの）の使用

④ 「関係者以外立入禁止」の日英両文による表示

⑤ 作業場所周辺に石綿粉じんが拡散しないよう気密性のある養生を

実施

⑥ 切断等の前に石綿含有物質を湿潤化

⑦ 石綿廃棄物の密閉容器等への処分

⑧ ＨＥＰＡフィルター掃除機による清掃（廃棄の石綿を掃いてはならな

い）

＊HEPAフィルター：HEPAは「High Efficiency Particulate Air Filter」の略で、目に見えない非

常に微細なホコリや放射性微粒子を取り除くために作られた高性能エアフィルターです。

⑨ 養生材料の撤去及び石綿廃棄物としての処分

⑩ 保護具等の作業場外への持ち出し禁止（汚染のひどい物は廃棄物

処分）

注：監督者等から保護具等の使用を命ぜられた時は、従業員は使用

しなければなりません。

監督者又はアスベスト管理官に報告するとともに、管轄
の地方防衛局、地方防衛事務所又は独立行政法人駐留軍等
労働者労務管理機構の各支部（以下「機構支部」といいま
す。）に御連絡ください。
地方防衛局又は地方防衛事務所が産業医及び御本人と相

談し、米軍と調整の上、健康診断等を実施します。
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石綿の含有が確認された場合の作業手順



従業員の健康診断

防衛省は、石綿業務に従事する従業員に対して、在日米軍
と連携の下、法律等に基づき、雇入れ若しくは石綿業務への
配置換えの際又はその後６月以内ごとに１回、定期的に石綿
に関する健康診断を実施しています。
また、現在は石綿業務に従事していないが、過去に従業員

として石綿業務に従事したことのある方に対しても、６月以
内ごとに１回、定期的に石綿に関する健康診断を実施してい
ます。

健康相談窓口の設置等
現在、従業員として勤務している方や既に退職された方の

健康不安等に対応するため、防衛省は、在日米軍との連携の
下、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構と共に次の取
組を行っています。

① 「石綿に係る健康相談窓口」を開設（連絡先をホームページにも

掲載）

防衛省：

https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/asbestos/soudanmadoguchi.pdf

労務管理機構：https://www.lmo.go.jp/consultation/pdf/ishiwata_01.pdf

（ユーザー名／パスワードを求められますので、ご不明な従業員の方は、労務管理機構にお問い合わせください）

② アスベストプログラム管理官の連絡先一覧を基地内に掲示（石綿

に関連する疑問等を直接、米軍に相談できます。）

③ 石綿にばく露した可能性のある退職者に対して、労災補償制度

等の周知事業を展開（健康状況等の把握、各種手続のフォローアッ

プを段階的に実施。防衛省ホームページにも掲載）

https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/asbestos/

④ 産業医の職場の巡視に際して地方防衛事務所職員等が同行し、

従業員から職場の労働衛生に関する意見などを聴取
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従業員として採用される前に民間企業などで石綿取扱作
業等に従事していた方についても、御本人の希望により石
綿に関する健康診断を受診できます。
石綿取扱作業等の具体例は下記のとおりですが、これら

の作業に従事していた場合には、石綿粉じんにばく露して
いた可能性がありますので、健康に不安を感じる方は、地
方防衛局、地方防衛事務所又は機構支部に御連絡ください。
● 石綿原綿又は石綿製品の運搬・倉庫内作業
● 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
● 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業
● 造船所内の作業（造船所における事務職を含めた全職
種）

● 船に乗り込んで行う作業（船員など）
● 自動車等を整備・修理・解体する作業
上記作業の周辺等で、間接的なばく露を受ける可能性のあ
る作業

なお、ここに記載している作業例は一部であり、これら
以外にもあります。更に詳しい情報は厚生労働省ホーム
ページで御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/
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出典：厚生労働省ＨＰ アスベスト（石綿）情報

石綿含有物質作業内容の一例

自動車のブレーキパッド。以前は、鉄粉、石綿その他混和材
を入れディスクの摩耗の低減および制動効率のアップを図り
ました。修理・交換時に、摩耗して堆積した石綿含有粉じんに
ばく露した可能性があります。

二つ割りのケイカル系石綿保温材。非常に軽く断熱性に優れ
ていますが、もろくて発散しやすいのが欠点。放置すれば自
然劣化により飛散し、敷地を住来する労働者がばく露する可
能性があります。



石綿粉じんにばく露し健康障害を発症した場合、次の２
つの給付制度があります。
従業員が石綿粉じんにさらされる業務に従事していた場

合には、労働者災害補償保険制度（労災保険制度）により
補償を受けることができる場合がありますので、地方防衛
局、地方防衛事務所若しくは機構支部の石綿健康相談窓口
又は最寄りの労働基準監督署に御相談ください。
また、労災保険制度による補償が受けられない場合でも

石綿健康被害救済制度による救済給付を受けることができ
る場合があります。
詳しくは、地方防衛局、地方防衛事務所若しくは機構支

部の石綿健康相談窓口又は独立行政法人環境再生保全機構
に御相談ください。
なお、地方防衛局、地方防衛事務所及び機構支部に労災

補償制度、石綿健康被害救済制度及び健康管理手帳等に関
するパンフレットを設置しておりますので、御活用くださ
い。
次の防衛省ホームページにも掲載しています。

https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/asbestos/

【石綿関連情報のホームページアドレス】

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/

環境省
https://www.env.go.jp/air/asbestos/

独立行政法人環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/asbestos/
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米軍の窓口
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令和６年１０月現在

アスベスト・プログラム管理官

施 設 事務所 軍 電

陸軍

在日米陸軍基地管理本部 基地管理本部安全室 263-4464

在日米陸軍基地管理本部沖縄支部 施設営繕局環境課 652-5189

海軍

米海軍三沢航空施設※ 米海軍施設技術部隊三沢管理課 226-2378

米海軍厚木航空施設 厚木海軍施設部施設管理課 264-2538

米海軍横須賀基地※ 横須賀海軍施設技術部隊施設管理部 243-6414

米海軍佐世保基地 佐世保施設技術部施設管理課 252-2715

米海軍沖縄基地 沖縄施設技術部施設管理課 634-6440

空軍

三沢基地 環境課 226-7171/5553

横田基地 環境課 225-5440

嘉手納基地※※ 環境保全課 634-4038

海兵隊

キャンプ富士 安全課 224-8464

岩国航空基地 基地安全部 253-5068

キャンプ・バトラー 海兵隊太平洋基地安全部 645-3806

普天間航空基地 基地安全部 636-2719

※印のある施設については日本語での対応ができないため、通訳等が必要な場合は、所管の地方防衛局・
防衛事務所へご相談ください。
三沢防衛事務所（TEL:0176-53-3191）、横須賀防衛事務所（TEL:046-822-2492）

※※嘉手納基地においては、人体・健康に関することは、国防保健局 環境衛生課（軍電：634-3045）に
お問い合わせください。（日本語対応可）



【 発 行 】
防衛省地方協力局労務管理課

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
TEL.03-5227-2443


